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第１ 第 3 次大阪市エイズ対策基本指針策定にあたって 

１ 大阪市のこれまでの取り組み 

大阪市においては、昭和 62年のＨＩＶ検査の導入を皮切りに、検査・相談体制の

充実、正しい知識の普及・啓発、医療体制の整備を中心に大都市の特性に応じた施

策を展開してきた。国は、平成 18 年に人口 10 万人に対する新規ＨＩＶ感染者・エ

イズ患者報告数が全国平均以上の自治体を重点的に連絡調整すべき都道府県等に定

め、大阪市はその一つに選定された。 

これを受け、平成 19年に、発生動向を踏まえた施策の重点化・計画化を図るため

に、5 年間で新規エイズ患者報告数を 25％減少させるという目標を掲げた大阪市エ

イズ対策基本指針を策定（平成 19 年から平成 23 年までの 5 年計画）し、指針に基

づく施策を開始した。 

さらに、平成 24 年に策定した第 2 次大阪市エイズ対策基本指針（平成 24 年から

平成 28 年までの 5 年計画）では、施策の評価指標や方法を設定することにより、着

実に各施策へフィードバックできる仕組みとし、外部有識者等で構成するエイズ対

策評価委員会の定期開催や関係団体との連携により取り組みを強化してきた。 

 

２ 大阪市におけるＨＩＶ・エイズ対策を取り巻く現状 

大阪市においては、平成 2 年に初めて感染者が発表されて以来、ＨＩＶ感染者及

びエイズ患者の増加傾向が続き、平成 22年に初めて年間報告数が 200件を突破した。 

以降増加傾向にはないものの、依然明らかな減少傾向は認められず高止まりの状

況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成元年から平成 27 年までのＨＩＶ感染者・エイズ患者累計報告数の動向をみる

と、年齢別では、ＨＩＶ感染者は 20 歳代・30 歳代が全体の 7 割以上を占め、エイ

ズ患者は 30歳代・40 歳代が全体の約 6割を占めており、全国と同様の傾向である。 

国籍・性別では、日本人男性が約 9 割を占め、感染経路別では、日本人男性にお

ける同性間性的接触の占める割合が約 7 割となっており、男性間で性的接触を行う

者（（Men who have Sex with Men、以下「ＭＳＭ」という。）における感染拡大が顕

著であることは、近年変わらず、全国よりも高い傾向である。
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また、ＨＩＶ感染症は、感染経路、感染の予防方法、まん延の防止対策等において

他の性感染症との関連が深く、特に他の性感染症に罹患しているとＨＩＶ感染の確率

が数倍から数十倍高くなると言われている。 

性感染症のひとつである梅毒は、かつて男性の感染経路別において同性間性的接触

の割合が高かったものが、近年では異性間性的接触の占める割合が高くなっている。 

また、平成 28年（速報値）の女性の報告数は、平成 26年に比べ約 12 倍に急増し、

特に 20 歳代女性の増加が顕著である。女性の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数

は、過去 3年毎年 4件と報告数は少ないものの一定数を占めており、今後の動向を注

視する必要がある。 
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３ 国の動向 

わが国のエイズ対策は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律」に基づき平成 11 年に作成された「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予

防指針」（以下「国予防指針」という。）に沿って進められている。 

国予防指針では、エイズの発生動向の変化等を踏まえ、3 度の見直し（直近の改正

は平成 29 年）が行われ、国と地方の役割分担のもと、ＨＩＶ陽性者の人権を尊重し

つつ、普及啓発及び教育、検査・相談体制の充実、医療の提供などの施策に取り組む

とされている。 

直近の改正では、抗ＨＩＶ療法の進歩により、ＨＩＶ陽性者の予後が改善された結

果、高齢化に伴う合併症の発症リスクの増加、長期療養に伴う費用負担の増加という

新たな対応すべき課題が発生していることから、長期療養の環境整備が重要とされて

いる。 

また、国際連合エイズ合同計画（ＵＮＡＩＤＳ）が提唱するケアカスケードの評価

に資する疫学調査・研究等を継続的に実施し、エイズ発生動向調査の強化を図るほか、

利用者が増加している郵送検査にも言及し、医療機関等への受診に確実につなげる方

法等の検討や、暴露前予防投薬（ＰｒＥＰ）についての知見が近年海外で報告されて

いることを踏まえ、我が国においても適切かどうかについて研究を進める必要がある

としており、今後も厚生労働省の動向を注視する必要がある。 

 

第２ 基本的な考え方 

１ 趣旨 

大阪市におけるＨＩＶ・エイズ対策を取り巻く現状を踏まえ、国・大阪府や非営利

組織又は非政府組織（以下「ＮＧＯ等」という。）と連携して計画的かつ効果的に推

進するため、現在の「第 2次大阪市エイズ対策基本指針」に代わる新たな取り組みの

方向性、具体的な目標とその達成に向けた方策等を示した「第 3 次大阪市エイズ対策

基本指針」を策定し、各種対策を着実に推し進めていく。 

なお、国の動向、社会情勢等の変化や評価の過程により、指針の内容を再検討する

必要が生じた場合は、目標や取り組み、評価指標等を変更できることとし、ＨＩＶ・

エイズ対策を取り巻く状況の変化に適切に対応する。 
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２ 期間 

平成 29年 10 月 1日～平成 34年 9月 30日 

 

３ 構成 

本指針では、大目標、副次目標を掲げるとともに、4つの基本施策を設定して、そ

れぞれの施策について課題解決に向けた事業目標及び具体的な取り組みを掲示し、各

施策に対する評価指標、評価方法を明記する。 

 

新規エイズ患者報告数の減少 ① ＨＩＶ検査受検者数の維持

② ＭＳＭのＨＩＶ検査受検者数増加

③ 新規報告数に占める

エイズ患者割合の減少

１　正しい知識の普及啓発 (1)ターゲット層への普及啓発

(2)職域への普及啓発

(3)その他普及啓発

２　ＨＩＶ検査・相談体制の充実 (1)常設検査の体制整備

(2)イベント検査・相談等の実施

(3)広報等

３　療養支援のための保健・医療・ (1)連携体制の充実

　　福祉の連携強化 (2)医療及び福祉関係者への意識啓発

４　施策の実施状況とその効果の (1)エイズ対策評価委員会の開催

　　分析・評価 (2)作業班会議の開催

(3)感染症発生動向調査解析評価検討会の開催

(4)その他会議

基本施策

基本理念

ＨＩＶ感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として、
偏見・差別の解消、早期発見・早期治療を念頭に、ＨＩＶ感染
者・エイズ患者の人権を尊重しつつ社会的背景に配慮しながら、
総合的かつ計画的にエイズ対策を推進する

具体的な取り組み　

評価指標 評価方法事業目標

大目標 副次目標
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４ 大目標・副次目標 

（１）大目標 

 

 

 

（２）副次目標 

    

 

 

 

 

 

 

 

５ 課題解決に向けた方向性 

（１） 正しい知識の普及啓発 

◆事業目標 

市民が正しい知識を持ちＨＩＶ感染予防行動がとれるようにするとともに、

ＨＩＶ・エイズに対する偏見・差別をなくす 

ＨＩＶ感染は、正しい知識とそれに基づく行動により、多くの場合、予防するこ

とが可能である。また、近年の抗ＨＩＶ療法の進歩によって、ＨＩＶ感染症はコン

トロール可能な病となり、ＨＩＶ陽性者の予後は大きく改善し受療しながら社会生

活を営むことができるようになった。また良好な治療によりウイルス量が抑制され

ていれば、多くの場合、他者への感染を防ぐことができるようになってきている。

しかし、現在の医療水準では完治する訳ではなく、一生涯毎日の服薬が必要であり、

薬の副作用等による健康上の影響も大きいなど、治療に伴う深刻な問題も少なくな

い。 

現状においては、ＨＩＶ・エイズに関するこうした情報が社会に十分浸透してい

るとはいえず、またＨＩＶ陽性者への偏見・差別は根強く残っていることから、正

確な情報の提供と理解の促進をより一層図る必要がある。 

このため、ＨＩＶ・エイズに関する疾病概念や現状、予防方法、感染後の日常生

活など、基礎的な知識の底上げを図るとともに、ＨＩＶ・エイズの問題は決して他

人事ではないという認識を一人でも多くの人が持てるよう、国・大阪府等の関係機

関と役割分担を図りつつ、連携して普及啓発を進めることが重要である。 

特に大阪市におけるＨＩＶ・エイズ対策を取り巻く現状を踏まえ、ターゲット層

（青少年、ＭＳＭ、性風俗産業の従事者及び利用者、外国人、覚せい剤等の薬物使

用者をいう。）に対して重点的に感染予防等にかかる普及啓発を行うことが効果的

であると考える。 

また、ＨＩＶ感染者が 20歳代から 40 歳代の働き盛りの層に報告が集中している

現状を踏まえ、職場の理解や環境整備のために普及啓発を進めることも必要である。 

青少年に対する普及啓発にあたっては、性に関する適切な意思決定や行動選択に

かかる能力について形成過程にあるため、学校教育を通じて実施することが効果的

今後 5 年間でエイズ患者報告数を 25％減少させる 

平成 27 年：41人 → 平成 33 年目標値：30人以下 

① ＨＩＶ検査を毎年 12,000人以上受検する 

 （参考 平成 27年度：11,930人） 

② 年間のＭＳＭのＨＩＶ検査受検者数を今後 5 年間で 50％増加させる 

 平成 27年度：2,447人（推計値） → 平成 33年度：3,600人以上 

③ 新規報告数（ＨＩＶ感染者＋エイズ患者）に占めるエイズ患者の割合を今後 5

年間で 15％以下にする 

   平成 27 年：21.6％ → 平成 33 年：15％以下 
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であり、教育委員会事務局と連携して発達段階に応じた教育資材の作成や実際に教

育に携わる教員への研修に取り組むほか、青少年自身が他の青少年へ啓発する手法

（ピアサポート）を視野に入れるなど、健康教育の充実を図る必要がある。 

ＭＳＭに対する普及啓発にあたっては、人権や社会的背景に配慮しつつ、いかに

効果的に受検や行動変容（感染リスクを下げられる行動への変容）につなげていく

かが重要となる。ＮＧＯ等や国の研究班（エイズ対策研究事業に関係する研究者や

研究班をいう。以下「研究班」という。）との連携を密にして、ＭＳＭを取り巻く

状況の変化や直近の研究成果を取り入れるなど対象者の実情に応じた施策を追加

かつ柔軟に進めていく必要がある。 

そしてより普及啓発を強化する対象として性風俗産業の従事者（以下「ＳＷ」と

いう。）及び利用者が挙げられる。ＨＩＶは性的接触により感染することや、性感

染症の一つである梅毒が近年激増していることを踏まえ、ＮＧＯ等関係機関との関

係を構築し、予防介入を図る必要がある。 

また、ビザ取得要件の緩和等による外国人の相談者が今後も増加することが想定

されるため、ＮＧＯ等関係機関と連携し、外国人への予防介入をさらに進める必要

がある。 

 

（２） ＨＩＶ検査・相談体制の充実 

◆事業目標 

① ＨＩＶ検査を毎年 12,000人以上受検する 

② 年間のＭＳＭのＨＩＶ検査受検者数を今後 5 年間で 50％増加させる 

③ 常設検査場等での早期発見者数を、今後 5年間で 15％増加させ、早期治療

につなげる 

 

新規エイズ患者報告数は、エイズを発症するまで自らのＨＩＶ感染を知り得なか

った人の数である。新規エイズ患者報告数を減少させるためには、ＨＩＶ感染リス

クを抱える人々が早期に受検し、感染が判明した場合には、適切に医療機関への紹

介が受けられるよう、検査・相談体制の一層の充実を図る必要がある。また、ＨＩ

Ｖ感染の早期発見は、感染者自身の早期診断・治療、エイズの発症予防に有効なだ

けでなく、二次感染者を減らすことにもつながるものである。 

近年、全国的に受検者数が減少傾向にある中、郵送検査のニーズの増加や曝露前

予防投薬等の導入検討など、社会情勢も大きく変化していることから、単なる受検

者数の増加策ではなく、効果的・効率的にＨＩＶ感染の早期発見者の検出策を講じ

る必要がある。 

特にＭＳＭに対する検査行動の促進にあたっては、単なる検査機会の拡充ではな

く、検査を身近なものと感じられるよう、ゲイコミュニティに向けたメッセージと

しての検査場とする必要がある。 

同様に、ＳＷに対しても検査を身近に感じられるよう、検査機会を提供する必要

がある。 

今後は、ＮＧＯ等や研究班と連携して、ＭＳＭ等、ターゲット層のニーズ把握に

努め、検査場所や時間帯等、ターゲット層が受検しやすい検査・相談体制の拡充を

図ることが特に重要である。 
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（３） 療養支援のための保健・医療・福祉の連携強化 

◆事業目標 

保健・医療・福祉の連携により、地域におけるＨＩＶ陽性者の支援体制を整

える 

 

抗ＨＩＶ療法の発達により、ＨＩＶ感染症は「不治の病」から「コントロール可

能な慢性疾患」へと変化している。早期にＨＩＶ感染を把握し、適切な時期に治療

を開始すればエイズの発症を長期にわたって抑えることも可能となったことから、

ＨＩＶ陽性者の予後は長期化し、ＨＩＶ陽性者の高齢化に対応し得る社会環境の整

備が重要となっている。 

近年、梅毒が急増している状況を鑑みて、医療機関において梅毒等性感染症の診

療に合わせてＨＩＶ感染を疑う人には検査を積極的に実施し、早期にＨＩＶ感染を

把握する必要がある。また、ＨＩＶ陽性者の予後の長期化に伴い、ＨＩＶ・エイズ

に関する診療だけでなく、生活習慣病などの一般診療の必要性が高まっている。 

このため、一般社団法人大阪府医師会（以下「府医師会」という。）、一般社団法

人大阪府歯科医師会（以下「府歯科医師会」という。）を始め、エイズ治療拠点病

院や地域医療機関等との連携を強化し、ＨＩＶ陽性者の早期発見・早期治療及び療

養支援の強化に取り組む必要がある。 

また、エイズ治療拠点病院との定期連絡会等を通じ、エイズ治療拠点病院・保健

所・各区保健福祉センター・地域の関係機関等の連携体制は整備されてきたものの、

施設入所やサービス提供が十分に行われているとは言えない状況である。これは、

福祉サービス提供者に、ＨＩＶ感染症に対する知識不足やＨＩＶ陽性者の介護等に

は特別な予防策は必要なく標準感染予防策（スタンダード・プリコーション）で対

応できるといった理解が不十分であることが考えられる。 

このため、介護ニーズ等があるＨＩＶ陽性者が、在宅や施設での療養において安

定した生活を送れるよう、支援体制の強化を図るとともに、福祉関係者への啓発や

福祉関係者同士の啓発活動を支援していく必要がある。 

 

（４） 施策の実施状況とその効果の分析・評価 

◆事業目標 

ＨＩＶ・エイズの発生動向や施策の実施状況等を調査・分析し、的確な評価

を行える体制の充実を図る 

施策を進めるにあたっては、目標等を設定し、進捗状況等を定期的に評価すると

ともに、その結果を施策にフィードバックしていくことが重要である。本指針では、

「大目標」、「副次目標」を掲げるとともに、３つの基本施策を設定して、施策ご

とに「事業目標」と「具体的な取り組み」及び「評価指標」を提示している。 

このため、評価体制の充実を図り、ＨＩＶ感染者・エイズ患者の発生動向の調査・

分析や受検者像・受検者ニーズの調査・分析を行い、施策の進捗状況とその効果を

評価する。また、その結果については、各区保健福祉センター及び関係機関等に還

元していくとともに、今後のエイズ対策に反映させる。 
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第３ 基本施策と具体的な取り組み 

１ 正しい知識の普及啓発  

（１） ターゲット層への普及啓発 

ア 青少年対象 

① ホームページ・パンフレット等の充実を図る。 

・ＨＩＶ・エイズの基本知識や関係ＮＧＯ等の活動を情報収集できるようリン

クサイトを作る等、ホームページの充実を図る。 

・教育委員会事務局やＮＧＯ等の協力のもと中学生及び高校生向けのエイズ予

防啓発冊子の作成を継続するとともに、その活用を促すための教員向け手引

きを作成し、情報提供する。 

② 健康教育・研修の充実を図る。 

  ・区保健福祉センターは、地域の特性を踏まえたＨＩＶ感染症・性感染症に関

する情報提供や、学校からの依頼に応じて講座の実施等、学校・学校関係者・

ＰＴＡ等への支援を行う。 

・保健所は、区保健福祉センターが効果的な健康教育を展開できるよう、ＮＧ

Ｏ等との連携や講師派遣調整、教育資材の提供、技術支援を行う。 

・健康教育の実施にあたっては、青少年が性の健康を守るために自己決定がで

きるような内容や青少年が他の青少年へ啓発する手法（ピアサポート）の考

え方を視野に入れる。 

③ 保健所は教育委員会事務局・府医師会・有識者及びＮＧＯ等と連携し、教員・

ＰＴＡ等に対しＨＩＶ感染症・性感染症に関する研修を実施するとともに、教

員が生徒に対してＨＩＶ感染症・性感染症予防教育を性の多様性に配慮して行

うにあたり効果的な支援を行う。 

 

◆評価指標 

① ＨＩＶに関する研修を受講した市立中学校の教職員が在籍する学校数

を全体の 70％以上にする 

② 研修受講後、受講内容を生徒の教育に活かすと答えた教職員の割合を毎

年 70％以上にする 

③ 健康教育を受講した生徒数が毎年 5％増加する 

④ 研修を受講した教員数が毎年 5％増加する 

 ◆評価方法 

① 研修実績により把握 

② 研修後のアンケートにより把握 

③ 健康教育実績により把握 

④ 研修実績により把握 

 

イ ＭＳＭ対象 

① ＭＳＭを対象にＮＧＯ等との協働で実施する臨時検査の機会をとらえ、正し

い知識の普及啓発及びコンドーム使用などのセーファーセックスによる予防
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啓発を行う。 

② ＭＳＭの若年層に対して、ＨＩＶ感染症・性感染症の予防、特にコンドーム

使用などのセーファーセックスによる予防啓発をＮＧＯ等や研究班と協働で

行う。 

③ ＭＳＭの中高年層に対して、ＮＧＯ等の協働による中高年向けの季刊誌の発

行を継続するとともに、新たな読者層の開拓を図り、検査受検のための予防

啓発を強化する。 

④ ＭＳＭの方が地域において安心して相談ができるよう、区保健福祉センター

の職員等を対象とした研修や活動支援を行う。 

 

◆評価指標 

ＭＳＭのＨＩＶ感染症の予防意識の向上を図る 

 ◆評価方法 

大阪市が実施するＨＩＶ検査会場での受検者アンケートにより把握 

 

ウ 性風俗産業の従事者及び利用者対象 

① ＮＧＯ等・性風俗店経営者・オーナー団体等との関係づくりを図り、ＨＩＶ

感染症・性感染症の予防啓発のための仕組みを作る。 

② ＳＷへの予防介入が行えるようＳＷの現状を把握するとともに、ＳＷの方が

安心して相談ができるよう、支援団体と連携し、区保健福祉センターの職員

等を対象とした研修や活動支援を行う。 

 

◆評価指標 

ＳＷのＨＩＶ感染症の予防意識の向上を図る 

◆評価方法 

大阪市が実施するＨＩＶ検査会場での受検者アンケートにより把握 

 

エ 外国人対象 

① ＮＧＯ等と協働し、ＨＩＶ感染症・性感染症に関する資材や予防啓発のホー

ムページの充実を図る 

② 外国人が安心して相談できるよう、ＮＧＯ等と連携し、区保健福祉センター

の職員等を対象とした研修や活動支援を行う。 

 

オ その他 

 ① 対象者に応じたホームページ・パンフレット等の充実を図る。 

 

（２） 職域への普及啓発 

ア 偏見・差別を解消し、ＨＩＶ陽性者が安心して働き続けられる環境整備を図る

ため、産業医等と連携して、ＨＩＶ・エイズに関する正しい知識の普及啓発を行
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う。 

イ 本市職員に対し、人権担当等の関係部署と連携し、ＨＩＶ・エイズに関する啓

発を行う。 

 

（３） その他普及啓発 

大阪府及び府内の保健所設置市や公益財団法人エイズ予防財団等の関係団体

と連携し、エイズ予防週間等に合わせたエイズ予防啓発事業を実施する。 

 

２ ＨＩＶ検査・相談体制の充実  

（１）常設検査の体制整備 

ア アンケートによるニーズ把握を行い、ターゲット層が受検しやすい体制づくり

を検討する。 

イ ＭＳＭがより多く受検・相談できる環境づくりをする。 

ウ 外国語資材を増やすなど、外国人対応の充実を図る。 

 

（２）イベント検査・相談等の実施 

ア コミュニティセンター・ＮＧＯ等・研究班と協働したＭＳＭ向けイベント検査

を継続実施し、常設化を目指す。 

イ 各区保健福祉センター等においてイベント検査を実施する。 

ウ ＳＷ向けの検査・相談機会の拡充を図るため、ＮＧＯ等や研究班と連携して、

イベント検査を実施する。 

 

（３）広報等 

ア ホームページの充実、Twitterの活用等により、検査についての積極的な啓発

活動を実施する。 

イ ターゲット層のニーズにあわせて対象者へ受検のＰＲを行う。 

ウ 性感染症検査にあわせてＨＩＶ検査も勧奨するよう医療機関への周知を行う。 

 

◆評価指標 

① ＨＩＶ検査を毎年 12,000人以上受検する 

② 年間のＭＳＭのＨＩＶ検査受検者数を今後 5 年間で 50％増加させる 

③ 常設検査場等での早期発見者数を、今後 5年間で 15％増加させ、早期治

療につなげる 

 ◆評価方法 

① 検査受検実績により把握 

② 検査受検実績及び大阪市が実施するＨＩＶ検査会場での受検者アンケ

ートにより算出 

③ 検査受検実績により把握 
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３ 療養支援のための保健・医療・福祉の連携強化 

（１） 連携体制の充実 

ア 保健所は、エイズ治療拠点病院等が実施する定例カンファレンスや意見交換会

等へ継続的に参加し、必要に応じて区保健福祉センターへの情報提供を行う。 

イ 保健所は、療養支援協力施設の把握に努めてエイズ治療拠点病院へ情報提供す

るとともに、エイズ治療拠点病院等からの依頼に応じてサービス利用施設への事

前研修を実施するなどＨＩＶ陽性者の支援にかかるコーディネートを行う。 

ウ 各区保健福祉センターは、コーディネーター的役割などで、地域の関係機関・

介護事業者等と連携してＨＩＶ陽性者の療養支援を行う。また必要な事例におい

ては、状況に応じて関係者会議等を開催し、支援体制等の検証を行う。 

 

（２） 医療及び福祉関係者への意識啓発 

ア ＨＩＶ陽性者のＨＩＶ診療・一般診療がスムーズに行えるよう、大阪府、府医

師会、府歯科医師会、エイズ治療拠点病院と地域医療機関等と連携を図るととも

に、医療従事者への研修を行う。 

イ 保健所及び各区保健福祉センターは、大阪市全域でのＨＩＶ陽性者の療養促進

を図るため、施設の受け入れの現状を把握するとともに、地域の福祉関係者へ啓

発を継続的に行う。また、福祉関係者による他の福祉関係者へのＨＩＶ・エイズ

に関する啓発にかかる活動を支援する。 

ウ 保健所は区保健福祉センターが地域において医療・福祉関係者と連携してＨＩ

Ｖ陽性者の療養支援を行えるよう、区保健福祉センター職員を対象とした研修を

行う。 

 

◆評価指標 

① 研修を受けた福祉関係者数が毎年 5％増加する 

② 受講後、ＨＩＶ陽性者を受け入れることができると答えた福祉関係者

を毎年 70％以上にする 

◆評価方法 

① 研修実績により把握 

② 研修後のアンケートにより把握 

 

４ 施策の実施状況とその効果の分析・評価 

（１） エイズ対策評価委員会の開催 

外部有識者等で構成される委員会を毎年開催し、感染者・患者の発生動向の把

握・分析や受検者層・受検者ニーズの調査・分析を行い、施策の進捗状況とその効

果を評価する。その結果については、各区保健福祉センター及び関係機関等に還元

していくとともに、今後のエイズ対策に反映させる。 

 

（２） 作業班会議の開催 

関係部局とＮＧＯ等で構成する作業班会議において、半年毎を目安に意見交換を
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行い、施策に反映させる。また必要に応じて、目的別の作業部会を設け、保健所等

が実施している健康教育や研修の内容を評価し、プログラムの作成や啓発資材の開

発等を行う。 

 

（３） 感染症発生動向調査解析評価検討会の開催 

毎月、市内で発生した全数把握疾患について検討する場で、ＨＩＶ・エイズ及び

梅毒の発生動向の解析評価を実施する。 

 

（４） その他会議 

エイズ対策評価委員会や作業班会議の結果を踏まえて、感染症対策課エイズ対策

担当者で定期的に施策に関する協議の場を設けて、進捗状況を管理する。また随時、

ＨＩＶ検査実施区保健福祉センター及び検査担当部署、ＮＧＯ等や研究班、関係部

署等と、それぞれ情報交換会を行う。 
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